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令　和　３　年　度

宮 代 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （第８号）
（　附　　予　算　説　明　書　）



－1－ 

令 和 ３ 年 度 宮 代 町 一 般 会 計 補 正 予 算（第８号） 

 

 

 

 令和３年度宮代町の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２７，６２４千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，１８０，７２４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

  令和４年 ２月１７日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井 康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





（単位：千円）

款 事　　業　　名 金　　　　　額

11,8662 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 防 災 活 動 事 業

民 生 費 2 児 童 福 祉 費 学童保育所運営事業 13,134

18,630

120農 業 費

第　 ２ 　表 　　　繰　越　明　許　費

項

2 総 務 費 3 戸籍住民基本台帳費 4,400
戸 籍 住 民 基 本
台 帳 管 理 事 業

6 農 林 水 産 業 費 1

3

3

33,500

8 土 木 費 1 道 路 橋 り ょ う 費 51,000

7 商 工 費 1

都市計画道路整備事業

一般住宅耐震対策事業

65,252

3,50010 教 育 費 2 小 学 校 費 小学校施設管理事業

56,0068 土 木 費 2 都 市 計 画 費
東武動物公園駅西口
周 辺 整 備 事 業

300

子育て世帯への臨時
特別給付金給付事業

農業委員会事務事業

東武動物公園駅東口
周 辺 整 備 事 業

8 土 木 費 2 都 市 計 画 費

商 工 費 商 工 業 振 興 事 業

民 生 費 2 児 童 福 祉 費

8 土 木 費 2 都 市 計 画 費

7,1003 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 児 童 福 祉 対 策 事 業
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１　追　加 （単位：千円）

事　　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　　度　　　　額

統 合 仮 想 基 盤 等 統 合 仮 想 基 盤 等
賃 貸 借 契 約 賃 貸 借 に 要 す る 額

子どもの見守り強化事業 子 ど も の 見 守 り 強 化 事 業
業 務 委 託 契 約 業 務 委 託 に 要 す る 額

第　 ３ 　表 　　　債　 務 　負　 担　 行　 為　 補　 正

令 和 ４ 年 度

令 和 ４ 年 度

－5－
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第 ４ 表   地 方 債 補 正 

 

１ 追 加                                    （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

減 収 補 て ん 債 6,000 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

年 5.0％以内 

政府資金については、その融資条件
により、銀行その他の場合にはその
債権者と協定するものによる。ただ
し、町財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、又は繰上償還
もしくは、低利に借換えすることが
できる。 

 

２ 変 更 

起債の目的 

補  正  前 補  正  後 

限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

道路舗装

整備事業 

15,700 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

年 5.0％以内 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

4,200 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

年 5.0％以内 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

 

都市計画道路 

整備事業 

42,300 同 上 同 上 同 上 13,600 同 上 同 上 同 上 

 

 

橋りょう維持 

管理事業 

 

12,100 同 上 同 上 同 上 8,800 同 上 同 上 同 上 

 

1 

 

1 

2 

3 
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起債の目的 

補  正  前 補  正  後 

限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

臨時財政 

対策債 

521,100 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

年 5.0％以内 

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構に

ついて、利

率の見直し

を行った後

においては

当該見直し

後の利率） 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

378,300 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

年 5.0％以内 

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構に

ついて、利

率の見直し

を行った後

においては

当該見直し

後の利率） 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

 

３ 廃 止                                   （単位：千円） 

起債の目的 限 度 額 備  考 

 

進修館施設改修事業 

 

91,200 事業執行見込額の減に伴う廃止 

     橋りょう整備事業 15,700 事業執行見込額の減に伴う廃止 

 

4 

1 

 

 

2 



令　和　３　年　度

宮代町一般会計補正予算（第８号）に関する説明書 































給　　与　　費　　明　　細　　書
２　一般職

（１）　総　括 （単位　千円）

　※ （　）内は、短時間勤務職員または会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時

　　勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

イ　会計年度任用職員 （単位　千円）

　　職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

478,988745,065

  ※ （　）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める

0

277,3921,441,596478,988745,065

000 △ 17,727△ 17,727

1,441,596 259,665 1,701,261

区　　分
職員数
（人）

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共　済　費 合　　計

(233)

（231）
217,543 38,997

備　　考
報　　酬 給　　料 職員手当 計

17

補　正　前
（231）

217,543 38,997

補　正　後

0

17

△ 17,727
0

0

299,238

比　　　較
（0）

0 0

347,69048,45242,698

42,698 299,238 30,725

共　済　費

△ 17,727

補　正　後

補　正　前

比　　　較
（0）

（233）

0

200

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

計報　　酬

200

区　　分
職員数
（人） 給　　料 職員手当

217,543

217,543

備　　考

1,718,988

329,963

合　　計

- 36 - 一般会計



（令和３年度に係る分）

統 合 仮 想 基 盤 等 統 合 仮 想 基 盤 等
賃 貸 借 契 約 賃 貸 借 に 要 す る 額

子どもの見守り強化事業 子どもの見守り強化事業

業 務 委 託 契 約 業 務 委 託 に 要 す る 額

事         項 限    度    額
期        間 金  額

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 以 降 に わ た る も

又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

前年度末までの支出見込額

－38－



（単位：千円）

一般財源

限 度 額 限 度 額
に 同 じ に 同 じ

令 和 ４ 年 度

当該年度以降の支出予定額
左   の   財   源   内   訳

期        間 金  額
国　県
支出金

特    定    財    源

その他地方債

の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額

以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

児童虐待・
DV対策等総
合支援事業
費国庫補助
金交付要綱
に基づく額

限 度 額 か
ら 左 記 特
定 財 源 を
控除した額

令 和 ４ 年 度

同 上

－39－



前 々 年 度 末 前 年 度 末

現 在 高 現 在 高

１ 普　　　通　　　債 2,777,229 2,808,046

（１） 総 務 債 413,432 398,273

（２） 民 生 債 620,155 666,742

（３） 衛 生 債 417,791 381,701

（４） 土 木 債 1,025,564 998,660

（５） 消 防 債 54,860 94,634

（６） 教 育 債 245,427 268,036

２ そ　　　の　　　他 5,815,258 5,737,073

（１） 減 税 補 て ん 債 79,774 59,354

（２） 減 収 補 て ん 債 0 30,700

（３） 臨 時 財 政 対 策 債 5,735,484 5,647,019

合　　　　　　計 8,592,487 8,545,119

地 方 債 の 前 々 年 度 末 及 び

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の

区　　　　　　分
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（単位：千円）

当　該　年　度　中　増　減　見　込　み
当 該 年 度 末

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 元 金
現 在 高 見 込 額

起 債 見 込 額 償 還 見 込 額

135,100 273,763 2,669,383

0 37,133 361,140

19,900 52,559 634,083

0 36,865 344,836

115,200 100,977 1,012,883

0 4,901 89,733

0 41,328 226,708

384,300 516,294 5,605,079

0 18,444 40,910

6,000 3,067 33,633

378,300 494,783 5,530,536

519,400 790,057 8,274,462

前 年 度 末 現 在 高 並 び に

見 込 み に 関 す る 調 書

- 41 -



（　附　　予　算　説　明　書　）

令　和　３　年　度

宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）



－43－ 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 

 

 令和３年度宮代町の国民健康保険特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０８，７７２千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，７４２，７６２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

  令和４年 ２月１７日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井 康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 





令　和　３　年　度

宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に関する説明書 













令　和　３　年　度

宮代町介護保険特別会計補正予算（第４号）

（　附　　予　算　説　明　書　）



－55－ 

令和３年 度 宮代 町 介護 保 険特 別 会計 補 正予 算（第４号） 

 

 

 

 令和３年度宮代町の介護保険特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

  令和４年 ２月１７日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井 康 之 

 

 

 

 

 

 





令　和　３　年　度

宮代町介護保険特別会計補正予算（第４号）に関する説明書 











令　和　３　年　度

宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

（　附　　予　算　説　明　書　）



－65－ 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 

 令和３年度宮代町の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，６３８千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５０，３０２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

  令和４年 ２月１７日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井 康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に関する説明書 

令　和　３　年　度










